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資料６－３－３

地 方 分 権 改 革 推 進 会 議 発 言 骨 子

平成 年 月 日15 3 25
全 国 町 村 会

（ 三 位 一 体 の 検 討 の 進 め 方 に つ い て ）

① 本 会 議 が 、 昨 年 １ ０ 月 末 に 提 出 し た 「 事 務 事 業 の 在 り 方 に 関
」 、 、す る 意 見 に お い て は 国 庫 補 助 負 担 金 の 整 理 合 理 化 を 図 る 際

地 方 税 財 源 措 置 を ど う す る か に つ い て の 具 体 的 な 内 容 、 プ ロ セ

ス が 示 さ れ て い な い （ 例 ： 義 務 教 育 国 庫 負 担 制 度 の 見 直 し 。）

② 今 後 、 い わ ゆ る 三 位 一 体 改 革 の 検 討 を 進 め る に 当 た っ て は 、
常 に 「 地 方 分 権 改 革 推 進 」 と い う 基 本 的 な 立 場 に 立 っ て 、 地 方

関 係 者 も 十 分 理 解 で き 、 納 得 で き る 結 論 を 出 す べ き で あ る 。

③ 本 会 議 は 「 地 方 交 付 税 の 見 直 し 」 を 先 行 的 に 検 討 し て い る、

よ う に 思 わ れ る が 、 地 方 分 権 を 実 現 す る 税 財 源 の 在 り 方 を 議 論

す る 場 合 に は 、 ま ず 「 国 税 と 地 方 税 の 税 源 配 分 の 在 り 方 」 を、
見 直 す べ き で あ る 。

（ 税 源 移 譲 に つ い て ）

「 」 、 、① 片 山 試 案 も 出 さ れ て い る の で こ の 試 案 に 沿 っ て 検 討 し

地 方 税 の 拡 充 を 図 る べ き で あ る 。

② 片 山 試 案 は 、 所 得 税 と 消 費 税 が 移 譲 検 討 の 対 象 と さ れ て い る

が 、 町 村 は 、 人 口 、 従 業 者 数 と も に 少 な く 、 税 源 移 譲 の 効 果 が
十 分 に 及 ば な い こ と が 懸 念 さ れ る 。

従 っ て 、 具 体 的 な 税 源 移 譲 の 検 討 に 当 た っ て は 、 町 村 の 実 情
を 考 慮 し 、 配 分 基 準 の 見 直 し 等 に つ い て も 併 せ て 検 討 す べ き で

あ る 。

③ そ の 場 合 で も 、 税 収 の 偏 在 と い う 問 題 は さ け ら れ ず 、 何 ら か

の 財 政 調 整 が 必 要 に な る と 思 わ れ る 。 そ の 意 味 で 、 町 村 に と っ
て は 、 地 方 交 付 税 の 役 割 が よ り 重 要 に な っ て く る と 考 え る 。
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（ 国 庫 補 助 負 担 金 に つ い て ）

① 国 庫 補 助 負 担 金 の 整 理 合 理 化 が 単 に 国 の 負 担 軽 減 に 止 ま り 、
ま た 、 地 方 へ の 負 担 転 嫁 を も た ら す よ う な も の で あ っ て は 断 じ

て な ら な い 。

② 必 要 と さ れ る 事 務 事 業 で あ る 限 り 、 そ の 補 助 負 担 金 の 整 理 合

、 「 」理 化 を 行 う に 当 た っ て は 明 確 な 代 替 措 置 を 地 方 分 権 の 観 点
に 立 っ て 、 必 ず 講 じ る べ き で あ る 。

（ 地 方 交 付 税 に つ い て ）

( 1 ) 町 村 財 政 に お け る 地 方 交 付 税 の 役 割 に つ い て

① 国 民 は 、 税 源 に 恵 ま れ た 都 市 的 地 域 に 住 ん で い よ う と 税 源
に 乏 し い 農 山 村 地 域 に 住 ん で い よ う と 、 等 し く 、 一 定 の 水 準

の 行 政 サ ー ビ ス を 享 受 で き る と い う こ と が 基 本 で あ り 、 住 民

に 最 も 身 近 な 自 治 体 で あ る 町 村 は 、 住 民 生 活 に 密 接 に 関 連 し
た そ の よ う な サ ー ビ ス を 提 供 す る 責 務 を 担 っ て い る 。

こ の こ と を 通 じ 、 食 料 や 水 の 供 給 、 国 土 の 保 全 等 農 地 や 森

林 の 持 つ 公 益 的 な 機 能 の 維 持 が で き て き た と 思 う 。

② 現 在 の 地 方 交 付 税 制 度 は 、 地 方 団 体 間 の 「 財 源 の 均 衡 化 を

図 る 」 と と も に 「 地 方 行 政 の 計 画 的 な 運 営 を 保 障 す る 」 た め

に 設 け ら れ て い る も の で あ り 、 人 口 が 少 な く 、 課 税 客 体 に 乏
し い 町 村 に と っ て は 、 そ の 責 務 を 担 う た め に 、 な く て は な ら

ぬ 重 要 な 一 般 財 源 で あ る と い う こ と を 認 識 い た だ き た い 。

( ) 地 方 交 付 税 の 「 財 源 保 障 機 能 縮 小 ・ 廃 止 論 」 に つ い て2

① 「 財 源 保 障 機 能 、 即 ち 地 方 交 付 税 法 で い う 「 地 方 行 政 の」

計 画 的 な 運 営 を 保 障 す る 」 と い う 機 能 の 在 り 方 は 、 事 務 事 業

の 在 り 方 を ど う す る か と い う 議 論 と 密 接 に 関 連 す る 。

・ 国 が 法 令 に よ っ て 事 務 事 業 の 執 行 を 義 務 づ け る 、 し か も そ の
内 容 、 水 準 ま で も 定 め る 。 一 方 で は 、 そ の た め の 財 源 は 保 障

し な い と い う よ う な 無 責 任 な こ と は 許 さ れ な い 。
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・ こ の よ う な 議 論 は 、 ナ シ ョ ナ ル ミ ニ マ ム の 在 り 方 、 国 の 関 与

の 在 り 方 等 と セ ッ ト で 論 ぜ ら れ る べ き 事 柄 で あ る 。

「 、 、 」② 地 方 交 付 税 が 無 駄 な 支 出 地 方 歳 出 の 増 大 を 招 い て い る

だ か ら 、 地 方 交 付 税 を 縮 小 せ よ と い っ た 、 い わ ゆ る モ ラ ル ハ ザ

ー ド 論 は 、 地 方 の 、 町 村 の 実 情 を 認 識 し な い 議 論 で あ る 。

○ 町 村 は 、 行 政 改 革 に 懸 命 に 取 り 組 ん で い る 。

・ 町 村 の 職 員 定 数 の 状 況 ： ピ ー ク 時 で あ る 平 成 ８ 年 度 の ３ ７

， 、 、 ， 、５ １ ７ １ 人 か ら 平 成 １ ３ 年 度 は ３ ６ ３ ５ １ １ 人 で
１ １ ， ６ ６ ０ 人 と ３ ． １ ％ の 減 。

、 ．・ 町 村 の ラ ス パ イ レ ス 指 数 ： 平 成 １ ４ 年 ４ 月 １ 日 現 在 ９ ６
０ （ 全 地 方 公 共 団 体 平 均 で は １ ０ ０ ． ６ 、 都 道 府 県 は １。

０ ２ ． ２ 、 指 定 都 市 は １ ０ ３ ． ４ 、 市 は １ ０ １ ． ２ 、 特 別
区 は １ ０ ２ ． １ ）

・ 町 村 の 議 員 定 数 の 状 況 ： 平 成 １ ４ 年 調 査 で 法 定 定 数 に 比 べ
条 例 定 数 は 、 １ ６ ， ５ １ ０ 人 の 減 員 。

○ 「 無 駄 」 を 指 摘 す る 前 に 、 地 方 が 、 創 意 と 工 夫 で 経 費 節 減

が 図 る こ と が で き る よ う に 、 各 種 規 制 の 廃 止 、 緩 和 を 進 め る

べ き で あ る 。

○ い わ ゆ る ハ コ モ ノ 整 備 に つ い て は 、 国 の 景 気 対 策 へ の 協 力

と い う 側 面 か ら 進 め ら れ た も の も 多 い 。

③ 税 源 移 譲 に よ る 地 方 税 増 に 対 応 す る 地 方 交 付 税 の 縮 小 論 に つ
い て

・ 地 方 分 権 を よ り 実 効 あ る も の と す る た め に 地 方 へ の 税 源 移 譲
は 積 極 的 に 行 わ れ る べ き で あ る が 、 町 村 の 実 態 か ら み て 、 町

村 に は 、 税 源 移 譲 の 効 果 が 十 分 に 及 ば な い と 思 わ れ る 。

・ こ の よ う な 場 合 に は 、 地 方 交 付 税 に よ り カ バ ー す る 必 要 が あ

り 、 む し ろ 、 そ の 意 味 で は 、 町 村 に と っ て は 地 方 交 付 税 の も
つ 役 割 は よ り 重 要 と な る 。
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、 、( ) 今 後 地 方 交 付 税 制 度 の 在 り 方 に つ い て 検 討 さ れ る 場 合 に は3
町 村 が 人 口 に 比 し て 広 い 面 積 を 有 し て い る こ と 、 そ し て 国 土 保

全 等 に 重 要 な 役 割 を 果 た し て い る こ と な ど を 十 分 配 慮 し 、 実 態
を 的 確 に 反 映 し た 財 政 需 要 の 算 定 が 図 ら れ る よ う に す べ き で あ

る 。


